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お問合せ先

横浜海上保安部 航行安全課 第一海務係

〒２３１－０００１ 横浜市中区新港1丁目２－１
℡ ０４５－２０１－８１８０

＜使用制限内容＞

Ｋ２錨地の停泊可能隻数５隻のところを３隻に、ＫＫ１錨地

の停泊可能隻数９隻のところを５隻に制限して運用します。

＜使用制限予定期間＞

令和５年９月２７日～当分の間

※ 作業の進捗状況により、変更されることがあります。

ＫＫ１錨地
Ｋ２錨地

工 事 区 域
イ Ｎ３５－２９－１８ Ｅ１３９－４６－１３

ロ Ｎ３５－２８－５６ Ｅ１３９－４６－２８

ハ Ｎ３５－２８－４２ Ｅ１３９－４５－５７

ニ Ｎ３５－２９－０３ Ｅ１３９－４５－４２


